
【参考資料】 2020年12⽉7⽇
東京電⼒ホールディングス㈱

Ｊヴィレッジ等原状回復⼯事等に係る⼯事の除染電離則の適⽤判断（富岡労働基準監督署への報告概要） ︓原状回復⼯事範囲
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防球ネット撤去作業
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環境整備⼯事 原状回復⼯事

原状回復⼯事

※防球ネット撤去は単独の⼯事ではなく、
“②ピッチ・スタジアム復旧⼯事”における

⼀連の作業

原状回復⼯事 線量低減作業 線量低減作業
環境整備⼯事

吸引式⾼圧洗浄機によるアスファルト洗
浄

駐⾞場として使⽤していたピッチに敷かれ
ていた鉄板、砕⽯及びアスファルトの撤
去。その後、芝の張替え（⼈⼯芝含む）

防球ネットの張替え センター棟、ホテル棟などの建物リフォー
ム、屋上防⽔⼯事

⼟壌撤去 ⼟壌撤去、除草・草刈、掘削・埋め戻
し、側溝清掃、天地返し、砕⽯敷き

⼟壌等の除染等の業務
（第2条第7項第1号）

×
特措法における「⼟壌等の除染等の措
置」ではないことから、除染電離則におけ
る「⼟壌等の除染等の業務」にも該当しな
いと判断。

×
特措法における「⼟壌等の除染等の措
置」ではないことから、除染電離則におけ
る「⼟壌等の除染等の業務」にも該当しな
いと判断。

×
特措法における「⼟壌等の除染等の措
置」ではないことから、除染電離則におけ
る「⼟壌等の除染等の業務」ではないと判
断。

×
特措法における「⼟壌等の除染等の措
置」ではないことから、除染電離則におけ
る「⼟壌等の除染等の業務」にも該当しな
いと判断。

×
特措法における「⼟壌等の除染等の措
置」ではないことから、除染電離則におけ
る「⼟壌等の除染等の業務」にも該当しな
いと判断。

×
特措法における「⼟壌等の除染等の措
置」ではないことから、除染電離則におけ
る「⼟壌等の除染等の業務」にも該当しな
いと判断。

特定汚染⼟壌等取扱業務（※１）
（第2条第7項第3号）

×
作業対象である地表⾯の汚染が⼗分に
低いことを確認したため、「特定汚染⼟壌
等取扱業務」に該当しないと判断。

×
⼟壌等が10,000Bq/kgを超えていない
ことを確認したため、「特定汚染⼟壌等取
扱業務」に該当しないと判断。

○
防球ネットが10,000Bq/kgを超えていた
ため、「特定汚染⼟壌等取扱業務」に該
当すると判断。

×
取扱う資機材、廃棄物等が
10,000Bq/kgを超えていないことを確認
したため、「特定汚染⼟壌等取扱業務」
に該当しないと判断。

○
推定ベクレル値が10,000Bq/kgを超え
ていたため，「特定汚染⼟壌等取扱業
務」に該当すると判断。

○
推定ベクレル値が10,000Bq/kgを超え
ていたため，「特定汚染⼟壌等取扱業
務」に該当すると判断。

×
事前測定で平均空間線量率が 2.5μ
Sv/hを超えていないため、「特定線量下
業務」に該当しないと判断。

×
事前測定で平均空間線量率が 2.5μ
Sv/hを超えていないため、「特定線量下
業務」に該当しないと判断。

×
事前測定で平均空間線量率が 2.5μ
Sv/hを超えていないため、「特定線量下
業務」に該当しないと判断。

×
事前測定で平均空間線量率が 2.5μ
Sv/hを超えていないため、「特定線量下
業務」に該当しないと判断。

×
事前測定で平均空間線量率が 2.5μ
Sv/hを超えていないため、「特定線量下
業務」に該当しないと判断。

×
事前測定で平均空間線量率が 2.5μ
Sv/hを超えていないため、「特定線量下
業務」に該当しないと判断。

適⽤外 適⽤外 第7項第3号を適⽤ 適⽤外 第7項第3号を適⽤ 第7項第3号を適⽤

指導票の内容（※２）から「⼟壌等の
除染等の業務」として判断する余地が
あった。
（作業内容がアスファルト⾼圧洗浄）

指導票の内容を踏まえても、事故後に持
ち込んだ砕⽯やアスファルトなどを撤去する
営業基盤復旧のための⼟⽊作業であり、
「⼟壌等の除染等の業務」には該当しな
いと判断した。

「特定汚染⼟壌等取扱業務」に該当する
として実施した。

環境省除染後の⼯事であり、「⼟壌等の
除染等の業務」に該当しないと判断した。
屋上防⽔⼯事時に発⽣した「汚泥」の扱
いについては「特定汚染⼟壌等取扱業
務」に該当した可能性があった。

汚染⼟の撤去であり、是正勧告の通り、
「⼟壌等の除染等の業務」と判断した。

当時は「特定汚染⼟壌等取扱業務」と
判断したが、指導票の内容（※２）か
ら「⼟壌等の除染等の業務」として判断
した。
（作業内容が汚染⼟の撤去）

第7項第1号に該当／実施 適⽤外 第7項第3号に該当／実施

適⽤外
（屋上防⽔⼯事については、第7項第3
号に該当した可能性はあるが、特別教育
を⾏った作業員が従事）

第7項第1号に該当／実施 第7項第1号に該当／実施

（※１）第7項第3号の特定汚染⼟壌等取扱業務の前提となる⼟壌等を取り扱う業務には、⽣活基盤の復旧等の作業での⼟⽊関連の作業が含まれる。（除染電離則第2条解説クから抜粋）

（※２）除染電離則の『⼟壌等の除染等の業務』（第2条第7項第1号）への該当有無の判断にあたっては、除染特措法第28条の特別地域内除染実施計画⼜は第36条の除染実施計画に含まれるか否かは問われない旨を指導票にて指導。

除染等
業務
（第2条
第7項）

現時点での除染電離則適⽤に関する当社
⾒解／実際の遵守状況

５．指導票への対応

楢葉町多⽬的駐⾞場
周辺環境整備

１．⼯事期間

２．業務の⽬的

３．主な業務の内容

４．当時の除染電離則適⽤へ
の当社判断

⼯事名

②

駐⾞場清掃業務
ピッチ・スタジアム復旧⼯事 Jヴィレッジ復旧⼯事のうち

建物⼯事

楢葉町多⽬的駐⾞場
⼟壌撤去

（東電直営）
※2020年11⽉20⽇

是正勧告受領

当時の当社判断

特定線量下業務
（第2条第8項）


